
令和６年度 第７回行財政改革推進本部会議要旨 

日時：令和７年２月６日（木）   

  午前９時３５分～午前９時５５分  

会場：庁議室           

 

【審議事項】 

・石巻市 PPP/PFI 導入基本方針の策定について 

平成２７年１２月、国は人口２０万人以上の地方公共団体に対し、平成２８年度

末までに「PPP/PFI 手法導入を優先的に検討する規程」の策定を要請した。その後、

令和３年６月には策定対象を人口１０万人以上の地方公共団体に拡大し、PPP/PFI

の導入・検討を促進してきた。 

  本市では、東日本大震災以降は復興財源を活用した公共施設の整備を行ってきた

が、復旧・復興事業の完結に伴い、今後はより一層の財源確保・経費削減が求めら

れる。また、復旧・復興事業により整備した数多くの公共施設については、市民サ

ービスの向上を図りつつ効率的・効果的な運営が求められるほか、今後増加が見込

まれる遊休公共施設についても、積極的な利活用を行う必要がある。 

  職員数の減少が進む中、これらの課題を解決するためには、民間事業者の活力や

ノウハウを活用することが非常に有効と考えられ、官民連携の取組をより推進させ

る必要がある。 

このような状況を踏まえて、民間事業者の参入が期待できる事業については、積

極的に PPP/PFI 手法を導入することとし、当該手法の導入が適切かどうかを、公共

施設の整備等を自ら行う従来型手法に優先して検討する際の必要事項を定める「石

巻市 PPP/PFI導入基本方針」（以下「方針」という。）を策定することから、審議を

行うもの。 

 

１ 主な内容 

本方針は、民間の資金、活力、ノウハウ等を活用できる事業の実施に際し、PPP/PFI

手法の導入が適切かどうかを、公共施設の整備等を自ら行う従来型手法に優先して検

討を行うために必要な事項を定めるものである。 

 

(1) 対象となる事業分野 

ア 公共施設整備・維持管理運営事業 

公共施設等の整備又はその維持管理・運営等を通じて、市民等に対して行われ

る役務の提供その他公共の利益の増進に資する事業 

 

イ 公有財産利活用事業 

未利用の土地・建物のうち、現時点で当面、本市による利用予定がないものを



対象に、周辺地域のまちづくり、地域課題の解決、市の歳入確保等を目的に一定

の条件を付し、貸付や売却を行う事業 

 

(2) 庁内推進体制 

ア 事業所管課 

      個別事業における PPP/PFI 導入の検討、予算の確保等を行う。 

 

イ 制度所管課 

      総務部行政経営課を制度所管課として位置付け、PPP/PFI の情報提供、庁内に

おける事業の取りまとめ等を行う。 

 

ウ 庁内検討組織 

      石巻市 PPP/PFI 導入検討委員会（以下「検討委員会」という。）において、全

庁的な視点から PPP/PFI 導入の適否等について審議する。 

     ※検討委員会について 

・設置目的：PPP/PFI手法の導入に関する審議（導入の適否等）を行うため 

・構 成 員：総務部次長（委員長）、復興企画部次長、産業部次長、建設部次

長、教育委員会事務局次長、委員長が指名する総合支所長１名 

合計６名 

 

(3) 優先的検討プロセス 

     両事業においてステップ０からステップ４までの検討を行い、PPP/PFI 手法導入

の適否を決定する。 

 

ア 公共施設整備・維持管理運営事業 

ステップ０ 事業発案 

公共施設等整備のための基本構想・基本

計画を策定するときなどを検討開始時期

とする。 

ステップ１ 優先的検討の開始 
事業費要件・事業内容要件により、優先

的検討の対象事業となるか確認する。 

ステップ２ 適切な手法の選択 
当該事業に適した PPP/PFI手法を選択す

る。 

ステップ３ 簡易な検討 

事業所管課が定性評価・定量評価を行

い、PPP/PFI 手法の導入が適しているか検

討する。 

ステップ４ 詳細な検討 

簡易な検討で PPP/PFI手法が適している

と判断した場合、コンサル等により詳細な

検討を行う。詳細な検討結果（PPP/PFI 手

法導入の適否）は検討委員会に諮り審議す

る。 

 



イ 公有財産利活用事業 

ステップ０ 事業発案 
 未利用の公有財産の有効活用を検討す

るときを検討開始時期とする。 

ステップ１ 優先的検討の開始 
 各種要件により、優先的検討の対象財産

となるか確認する。 

ステップ２ 
対象財産の取扱 

方針の整理 

 処分（売却）するか、処分しないか（貸

付）を判断する。 

ステップ３ 簡易な検討 

 事業所管課が定性評価を行い、PPP 手法

（売却・貸付）の導入が適しているか検討

し、利活用の適否を決定する。 

ステップ４ 詳細な検討 

詳細な検討の実施が必要と判断した場

合、コンサル等により詳細な検討を行う。

詳細な検討結果（PPP 手法導入の適否）は

検討委員会に諮り審議する。 

 

２ 今後の予定 

令和７年 ２月 方針策定 

担当者説明会の開催 

         ３月 石巻市PPP/PFI導入検討委員会設置要綱策定 

         ４月 方針の運用開始 

 

 

 

以上 


